
Ⅰ　本条例における届出の概要
◇　本条例では、特定事業を行おうとする場合届出の必要がありますが、届出から事業完了までの大き
　な流れを以下に示しました。

１　届出の流れ

YES

YES

NO

【検討事項】
・文化財の有無
・地目等の制約の有無（青地、赤道、水路、農地、山林等）
・法令等の制約の有無（○○指定区域、□□保護区域、都市計画、法の用途区域等）

関係機関との調整

特定事業にあたるか？

本条例の届出不要

土砂等の埋立て等：土砂等（土砂及びこれに混入し、又は吸着したもの）による土地の埋立て、
　　　　　　　　　盛土その他の土地へ堆積（製品の製造又は加工のための原材料の堆積、土壌
　　　　　　　　　汚染対策法第２２条第１項に規定する汚染土壌施設における土砂等の堆積等
　　　　　　　　　を除く）を行う行為

特　定　事　業：土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂等の埋立てを行
　　　　　　　　う事業で、当該埋立てに供する区域の面積が　５００㎡以上である事業

NO
←ただし、条例第８条は適用となる。

土砂の埋立て等を行おう
とする者

事業区域に法令等の制約
はないか？

YES

NO

【適用除外（第１０条）】
①国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行うもの
②採石法、砂利採取法等の許認可等を受けた採取場から採取された土砂等を販売
　するために一時的に土砂等の堆積を行うもの
③採石法又は砂利採取法の認可を受けた採取計画に従って行うもの
④土壌汚染対策法の指定区域内で行うもの
⑤非常災害のために必要な応急措置として行うもの
⑥通常の管理行為、軽易な行為等として規則で定めるもの

届出の適用除外とされる
ものにあたらないか？

YES

NO

関係書類の保存（５年間）
（第３１条）

届出
※事業開始の１４日前ま
で

完了届出
※事業完了後１５日以内

水質検査又は地質検査の
実施並びに結果報告
（第２０条第１項）

【提出書類】
・完了届（第２４条第１項）
・土砂等の量の報告（第１９条第２項）

是正完了

土壌の汚染が確認された
か？

措置命令（第２９条）



NO

・特定事業変更届（様式第５号）
・変更事由に係る書類

特定事業変更届（軽微な変更）
（様式第６号）

【軽微な変更】
・届出をした者の氏名及び住所
・特定事業に使用される土砂等の量
・採取場所若しくは搬入計画若しくは搬入経路又は現場管理者

届出事項の変更届出（第１３条）

軽微な変更か？
YES

②土砂等管理台帳の作成（第１９条第１項） → 土砂等の運搬手段及び一日当たりの搬入量等を記載

⑦土砂等の搬入車両への表示（第２３条）

⑤関係書類の縦覧（第２１条）

⑥標識の掲示等（第２２条）

【必要に応じて行うもの】

→
④水質検査等の実施及び結果報告
（第２０条）

６か月ごとに当該６か月を経過した日から２週間以内

２　特定事業施工時の義務

③土砂等の量の報告（第１９条第２項） → ６か月ごとに当該６か月を経過した日から２週間以内（完了時等はその
届出時）

【全ての許可事業者が行うもの】

①土砂等の搬入の届出（第１８条）
採取場所ごと、かつ５，０００㎥ごとに土砂等発生元証明書及び地質分
析結果証明書等を添付するほか、発生元から特定事業区域までの搬入経
路図も添付

→


